
 

 

 

 

 

企業誘致について               H29.６月議会 

将来のより豊かな市民福祉の向上、若者、子ども達の為にも今から

働く場所を一つでも多く確保しなければなりません。大型公共工事

が続く中、市の財政運営の健全化を示す実質公債費比率は、大型公

共工事の整備後11.9％と増加することが想定されています。将来負

担比率が増し、国からの交付税措置が年々減っています。地元企業

の設備投資の機運も高まり、本市へ進出したい企業もある中、市が

要望している企業誘致先で場所が用意できなければ、地域経済の活

性化、雇用創出、自主財源確保のチャンスも失います。あらゆる施

策、制度を活用して企業確保に取組まなければなりません。まずは

企業が進出できる場所があるのかどうか現況について伺います。 

いよいよ暑さが厳しくなってまいりました。 

熱中症の予防対策をして頂き、どうか御身体を 

ご自愛くださるようお願いいたします。今議会でも

守山市の将来を想い議会にて発言を致しました。 

今後とも御支援の程、宜しくお願い致します。 

答 

関連② 

企業誘致場所の用地確保策について

 

誘致場所がすぐに用意できなれば企業側は立地に難色を示し、積極的な誘致に打って出られないと思い

ます。企業誘致は、企業の進出タイミングの合致、企業ニーズへの対応スピードがポイントだと思いま

す。都市間の誘致合戦が激しさを増す中、県、国との連携を強化して市の受け入れ素地を整え取り組む

ことが重要だと思います。対象企業へ土地を売却した者に奨励金を交付する制度を設けて工業用地の拡

大、用地確保策として一定の成果を上げている自治体もあり有効な手段の一つだと思いますが     

本市の用地確保策の現況と合わせて再度見解を伺います。 

答 

2015 年 2 月   守山市議会議員 初当選 同年 10 月 2 期目当選 

文教福祉常任委員会 副委員長、公共施設調査特別委員会 副委員長 

守山野洲行政事務組合委員、守山栗東広域行政委員 

 

●プロフィール 1973 年（昭和 48 年）生まれ 

1996 年 帝京大学 法学部法律学科 卒業 

1996 年～2014 年製造業にて営業を中心に 
調達、品質、損益、人事、管理職まで経験する。 

●認定 NPO 法人四つ葉のクローバー 理事/実行委員長 

社会的擁護の必要な若者への自立・生活支援団体 

用地確保策については市内の不動産会社と年に数回情報交換を実施し情報収集しているところで

あり、古高工業団地に隣接する横江地区や市民交流ゾーンなど新たな用地確保ができるように進

めているところですが、現状は市街化調整区域であり各種行政手続きが必要であり国、県と協議

を行っております。また相模原市の制度については工業用地の確保制度として一定の成果を上げ

ていると認識しております。本市で同様の制度運用ができるか否かも含めて研究して参りたい。 

H29.6 月議会 質問② 

一般質問① 

企業誘致は、守山市まちひとしごと創生総合戦略において最も重要な取組の 1つとしております。古高

地先の工業専用地域については、まとまった事業用地は少なく、隣接する横江地区については、周辺農

地との連たん性等により滋賀県との協議の中で転用は難しい状況です。また市民交流ゾーンは、地区計

画制度を活用することで企業進出できる状況です。木浜県有地は需要が高まった上で誘致活動を行い売

却時期についても県と協議して参ります。今市地先のレインボー道路沿道においても地区計画制度等を

活用することにより企業誘致が期待できると考えております。 

答 守山市 都市活性化局長 答弁（抜粋） 

5 年間で 

330 社減 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引きこもりの方の支援に向けて 
 

静岡市の待機児童園を視察 びわこ地球市民の森のつどいに出席 

・TEL&FAX：077-596-5281 ・E-MAIL：morishige1230@msn.com 
発行元：森重と未来をつくる会 後援会 〒524-0035 守山市阿村町 228-6 

森重 重則後援会の 会員様を随時募集しております。ご支援の程、宜しくお願い致します。 

 

  

 

 

もりしげ 重則活動日記 

企業誘致の規制緩和について 

守山市民病院の滋賀県済生会への移行に向けた  

協議を開始。 

 

・守山市としては「市民病院の現在の基本的機能の

維持」、「医師の安定的な確保」、「市民病院職員

（非常勤を含む）の継続雇用」、「救急・小児・透析

医療 の継続」等を前提として、市民の皆様が安心

して新病院 をご利用頂き、守山市のさらなる 

地域医療の発展に繋げたい意向。 

 

県と市が連携して規制緩和策に取り組んでいる特区については、守山市全域

は滋賀県が推進する国の地域活性化総合特区に指定を受けています。『滋賀健

康創生』特区は医学・理工系大学の知的資源と製造業の集積が進む     

びわこ南部地域において医療、工業が連携して取り組むものでありますが、 

守山市ではこの特区制度の有効活用ができているのでしょうか？ 

答 

質問③ 

 

 

 

 

 ～ 守 山 市 政 トピックス ～ 

ていることから医工連携の推進において一定の成果を果たしたものと考えております。しかし  

滋賀県健康創生特区は、今年度末に現行の認定計画が満了する予定であり、来年度以降の方針につ

きましては滋賀県が事務局となる地域協議会での議論も踏まえながら、県と連携して今後の展開を

検討して参りたいと考えております。 

守山市 都市活性化局長 答弁（抜粋） 

この特区を活用して市内企業 1社が金融上での支援措置を受け 

H29.6 月議会 

 外来水生植物除去作業に参加 
 赤野井湾 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けて 

ﾎｽﾄﾀｳﾝのトルコ大使歓迎会に出席 
浜松市へ先進地視察 

もりしげ 重則 活動日記 

守山市議会会派ﾈｯﾄﾜｰｸ未来主催 
待機児童解消に向けて 

国・県・市政報告会を開催 


